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別紙 4 設計業務着手時提出書類及び設計図書  

（第 9条、第 11条第 1項、第 12条第 1項関係） 

 

1 基本設計業務着手時 

 

基本設計業務着手時に提出する書類は以下とする。 

基本設計着手届   ：3部 

基本設計工程表   ：3部 

基本設計計画書   ：3部 

主任技術者届   ：3部 

 

2 基本設計業務完了時 

 

以下に基本設計業務完了時に提出する書類である基本設計図書を示す。 

設計図 ：5部（A1：1部、A3縮小版：4部） 

パース図 ：5部（A1：1部、A3縮小版：4部） 

基本設計説明書 ：3部 

意匠計画概要書 ：3部 

構造計画概要書 ：3部 

設備計画概要書 ：3部 

工事費概算書 ：3部 

諸官庁協議書、打合議事録 ：3部 

地質調査報告書 ：3部 

※ 地質調査報告書は、市が実施したもの以外に事業者が独自に調査を行った場合のみ提 

出する。 

※ 書類等に合わせて、それぞれ電子媒体 1式 3部を提出する。 

 

3 実施設計業務着手時 

 

実施設計業務着手時に提出する書類は以下とする。 

実施設計着手届   ：3部 

実施設計工程表   ：3部 

実施設計計画書   ：3部 

主任技術者届   ：3部 
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4 実施設計業務完了時 

 

以下に実施設計業務完了時に提出する書類である実施設計図書を示す。 

設計図   ：5部（A1：1部、A3縮小版：4部） 

実施設計説明書  ：5部 

数量調書   ：3部 

工事費内訳明細書  ：3部 

構造計算書   ：3部 

設備設計計算書  ：3部 

備品リスト、カタログ  ：3部 

建物求積図   ：3部 

許可等申請、各種届出等 ：3部 

諸官庁協議書、打合議事録 ：3部 

 

※ 書類等に合わせて、それぞれ電子媒体一式 3部を提出する。 

 

 

以上 


